
402-1 

 

宮崎県立看護大学大学院学則 
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第６章 教育課程及び履修方法等 

第７章 課程の修了及び学位 

第８章 賞罰 

第９章 研究生、研修員、科目等履修生及び特別聴講学生 

第10章 客員共同研究員 
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第12章 自己評価等  

第13章 雑則 

   第１章 目的 

（目的）  

第１条 宮崎県立看護大学大学院（以下「大学院」という。）は、看護学領域における基礎理

論及びその応用理論について広い視野に立って教授し、看護職固有の専門性を追究しつつ

人々の健康支援に有用な活動を展開し得る人材の育成を目的とする。  

   第２章 組織 

（研究科、博士課程） 

第２条 大学院に看護学研究科博士課程を置く。 

２ 博士課程は、前期の課程及び後期の課程に区分する。 

３ この課程において、前項の前期の課程を博士前期課程といい、後期の課程を博士後期課程

という。 

（専攻、入学定員及び収容定員） 

第３条 大学院に次の研究科、専攻課程及びコースを置く。 

研究科 専攻課程 

 

看護学研究科 
博士前期課程 看護学専攻 

研究コース 

実践者養成コース 

博士後期課程 看護学専攻 

２ 前項の研究科に置く専攻課程の入学定員は、次のとおりとする。  

 専攻課程 入学定員 収容定員 

   博士前期課程 12人 24人 

   博士後期課程 ２人 ６人 

 

   第３章 職員組織等 

（職員）  

第４条 大学院に教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員その他の職員を置

き、宮崎県立看護大学の職員をもって充てる。  
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２ 前項に規定する者のほか、必要があるときは、客員教授、客員准教授、特任教授又は非常

勤講師を加えることができる。 

（研究科長） 

第５条 研究科に研究科長を置き、研究科の授業を担当する教授をもって充てる。 

２ 研究科長を補佐するため、専攻主任を置くことができる。 

３ 専攻主任は、学長が指名する。 

 （研究科会議） 

第６条 研究科に研究科会議を置く。 

２ 研究科会議に関し必要な事項は、別に定める。 

 （委員会） 

第６条の２ 研究科に研究科の円滑な管理運営を図るため、委員会を置く。 

２ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

   第４章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日   

（修業年限） 

第７条 博士前期課程の修業年限は２年とし、博士後期課程の修業年限は３年とする。 

（在学年限） 

第８条 在学期間は、博士前期課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えるこ

とができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第23条の規定により計画的な履修を認められた者の在学年限

は、博士前期課程にあっては５年、博士後期課程にあっては７年とする。  

（学年等に係る大学学則の準用）  

第９条 宮崎県立看護大学学則（以下「大学学則」という。)第12条から第14条までの規定は、

大学院の学年、学期及び休業日について準用する。 

   第５章 入学、休学、転学、留学、退学及び除籍 

（入学資格）  

第10条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(１) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に規定する大学を卒業した者 

(２) 学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(３) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における16年の課程を修了した者 

(５) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 

(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該

外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付
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けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 

(７) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者 

(８) 文部科学大臣の指定した者 

(９) 大学に３年以上在学した者、外国において学校教育における15年の課程を修了した

者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における15年の課程を修了した者、又は我が国において外国の大学の課

程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限

る｡）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、大学院において、

所定の単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

(10) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で、22歳に達したもの 

 ２ 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする｡ 

(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(２) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者 

(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(５) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51

年法律第 72号）第一条第二項に規定する 1972年 12月 11日の国際連合総会決議に基づき設立さ

れた国際連合大学（第 162条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位

に相当する学位を授与された者 

(６) 文部科学大臣の指定した者  

(７) 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者で24歳に達したもの  

（入学時期等に係る大学学則の準用） 

第11条 大学学則第17条、第19条から第21条まで、第34条及び第36条から第38条までの規定

は、大学院の入学の時期、入学の出願、入学者の選考、入学手続及び入学許可、休学、転

学、留学、退学について準用する。この場合において、大学学則第19条中「本学」とあるの

は「大学院」と、第36条中「大学」とあるのは「大学に置かれる大学院」と、第37条第１項

中「大学又は短期大学」とあるのは「に置かれる大学院の」と読み替えるものとする。 

（休学期間及び復学） 

第11条の２ 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合には、学長は、１年を限度と

して休学期間の延長を認めることができる。 
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２ 休学期間は、通算して博士前期課程にあっては２年、博士後期課程にあっては３年を超えることはで

きない。 

３ 学長が別に定めるやむを得ない事情により修学が困難と認められる場合には、前項の規定の適用につ

いては、その休学期間の全期間を算入しないことができるものとし、また、第１項の規定にかかわらず、

学長は１年を限度として休学期間の再延長を認めることができる。 

４ 第８条の規定の適用については、休学期間を算入しない。 

５ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、別に定めるところにより、学長の許可を得て復

学することができる。 

（除籍） 

第12条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して、研究科会議の議を経て、除籍

をすることができる。 

(１) 博士前期課程において２年の休学期間を経過した者及び博士後期課程において３年の休

学期間を経過した者 

(２) 第８条に規定する在学期間を経過した者 

(３) 正当な理由がなくて、授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者 

(４) 死亡又は行方不明の者 

２ 前項に定めるもののほか、学生の除籍に関し必要な事項は、別に定める。 

（再入学） 

第13条 次に揚げる者は、再入学しようとするときは、再入学願に入学検定料を添えて学長に

提出し、その許可を得なければならない。 

(１) 大学学則第38条の規定により退学した者 

(２) 前条第１号の規定により除籍された者 

(３) 前条第３号の規定により除籍された者で、除籍の日から１年以内に未納の授業料を納付

したもの 

２ 前項の許可は、研究科会議の選考を経て行う。 

３ 再入学の出願は、退学又は除籍の日から２年以内に限り、提出することができる。 

（転入学） 

第14条 他の大学に置かれる大学院から転入学しようとする者は、転入学願に入学検定料を添

えて学長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、研究科会議の選考を経て行う。 

３ 転入学願には、現に在学する大学院を置く大学の学長の承諾書を添付しなければならな

い。 

（既に修得した授業科目の取扱い） 

第15条 前２条の規定により再入学又は転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単

位数の取扱い、修業年限並びに在学年数については、研究科会議の議を経て学長が決定す

る。 

（再入学等に係る大学学則の準用） 

第16条 大学学則第21条の規定は、大学院の再入学及び転入学に係る入学手続及び入学許可に

ついて準用する。 

   第６章 教育課程及び履修方法等 

（教育課程） 

第17条 研究科の専攻課程における授業科目、単位数及び履修方法及びその他必要な事項は、



402-5 

 

別に定める。 

（教育方法の特例） 

第18条 研究科において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の

時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

（単位計算方法） 

第19条 単位の計算は、次の基準による。 

(１) 講義は、15時間をもって１単位とする。 

(２) 演習は、30時間をもって１単位とする。 

(３) 実習（実験・実習を含む。）は、45時間をもって１単位とする。 

 （指導教授の指導） 

第20条 学生は、履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ指導教授の指導を受けな

ければならない。 

（履修の規定に係る大学学則の準用） 

第21条 大学学則第29条及び第30条の規定は、大学院の履修の認定について準用する。ただ

し、特別研究の試験及び評価の成績は合、否の標語をもって表し、合を合格とする。 

（他の大学院の授業科目の履修に係る大学学則の準用） 

第22条 大学学則第31条の規定は、学生が他の大学に置かれる大学院（外国の大学に置かれる

大学院を含む。第34条において同じ。）の授業科目を履修する場合について準用する。この

場合において、第31条中「他の大学又は短期大学」とあるのは「他の大学に置かれる大学

院」と、「当該大学又は短期大学」とあるのは「当該他の大学におかれる大学院」と、「本

学」とあるのは「大学院博士前期課程」と、「30単位」とあるのは「15単位」と読み替える

ものとする。 

  （長期にわたる教育課程の履修） 

第23条 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第７条に定める修業年限を超えて

一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たとき

は、その計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項による計画的な教育課程の修業年限は、第８条第１項に定める在学年限を超えること

はできない。 

   第７章 課程の修了及び学位 

 （博士前期課程修了の要件）                                          

第24条 大学院博士前期課程に２年以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、修士論文の審査を受けた者のうち、最終試験に合格した者は、博士前期課程

を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者について

は、本大学院博士前期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 博士前期課程の目的に応じ研究科会議の議を経て学長が適当と認めるときは、特定の課題

についての研究の成果の審査をもって前項の修士論文の審査に代えることができる。 

（博士後期課程修了の要件） 

第25条 本大学院博士後期課程に３年以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究

指導を受けた上、博士論文の審査を受けた者のうち、最終試験に合格した者は、博士後期課

程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者につい
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ては、本大学院博士後期課程に２年以上在学すれば足りるものとする。 

（論文の審査及び最終試験）                                         

第26条  修士論文及び博士論文の審査及び最終試験は、本大学院の学位に関する規程に規定す

る方法により当該研究科会議の指名する審査委員が行うものとする。 

  （課程修了の認定）         

第27条  博士前期課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議の議を経て学長が行う。 

  （学位の授与）                        

第28条 博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。 

２ 博士後期課程を修了した者には 、博士の学位を授与する。 

３  前項の規定にかかわらず、博士の学位は、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、か

つ、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有するものと認められたものに

授与することができる。   

４ この学則に定めるもののほか、本学において授与する学位の種類、学位論文の審査の方

法、最終試験その他学位に関し必要な事項は、本大学院の学位に関する規程の定めるところ

による。 

   第８章 賞罰 

（表彰等に係る大学学則の準用）  

第29条 大学学則第42条及び第43条の規定は、大学院の学生に対する表彰及び懲戒について準

用する。この場合において、第43条第１項中「本学」とあるのは「大学院」と、「教授会」

とあるのは「研究科会議」と、同条第３項第４号中「本学」とあるのは「大学院」と読み替

えるものとする。 

   第９章 研究生、研修員、科目等履修生及び特別聴講学生 

 （研究生）  

第30条 大学院において特別の事項について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究科

会議の議を経て学長は、研究生として入学を許可することができる。 

 （研修員） 

第31条 大学院において、官公庁、学校、団体等からその所属する職員に特定の事項について研修させる

ため委託があるときは、選考の上、学長は研修員として受け入れることができる。 

 （科目等履修生） 

第32条 大学院において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、

研究科会議の議を経て学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。 

 （特別聴講学生）    

第33条 他の大学との協議に基づき、当該他の大学に置かれる大学院の学生で、大学院の授業科目を履修

することを志願する者があるときは、当該他の大学との協議に基づき学長は、特別聴講学生として入学

を許可することができる。 

（委任） 

第34条 前４条に定めるもののほか、研究生、研修員、科目等履修生及び特別聴講学生に関し

必要な事項は、別に定める。 

   第10章 客員共同研究員 

（客員共同研究員） 

第35条 学外の学術研究者との交流を図ることにより、学術研究の進展に寄与するため、大学
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院において専門的かつ高度の共同研究に従事しようとする者を客員共同研究員として受け入

れることができる。  

２ 客員共同研究員に関し必要な事項は、学長が定める。  

   第11章 入学試験手数料、入学料及び授業料等         

 （入学試験手数料、入学料及び授業料等） 

第36条 入学試験手数料、入学料、授業料及びその他の費用徴収に関し必要な事項は、別に定

める。 

   第12章 自己評価等  

（自己評価等）  

第37条 大学院は、教育研究水準の向上を図り、第１条の目的を達成するため、大学院におけ

る教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行うものとする。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するととも

に、適当な体制を整えて行うものとする。  

   第13章 雑則 

第38条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則  

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。  

２ 平成13年度における収容定員は、第３条の規定に関わらず、12人とする。 

３  平成17年度における収容定員は、第３条の規定に関わらず、26人とし、平成18年度におけ

る収容定員は、同上の規定により28人とする。 

附 則  

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成17年４月１日から施行する。  

附 則  

この規則は、平成17年５月16日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成17年６月20日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成17年10月17日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成18年６月19日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則  
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この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成26年４月１日から施行する。    

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第12条第２項の改正規定は、平成27

年２月17日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成27年４月１日から施行する。  

附 則  

この規則は、平成28年４月１日から施行する。  

  附 則  

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則  

１ この規則は、令和５年３月20日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の宮崎県立看護大学大学院学則の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


